
自
衛
隊
と
締
結
し
た
覚
書
の
撤
回
と

　

国
に
よ
る
余
剰
米
の
買
い
上
げ
・
活
用

倉
茂　

政
樹

（
日
本
共
産
党
新
潟
市
議
会
議
員
団
）

　
　

自
衛
官
募
集
に
関
し
、
自
衛
隊
に

対
す
る
若
者
の
住
所
・
氏
名
の
提
供
に

つ
い
て
自
治
体
に
提
出
の
義
務
は
な
く
、

自
衛
隊
の
要
請
に
応
え
る
必
要
も
な
い
。

命
の
危
険
を
伴
う
自
衛
隊
に
、
本
市
が

若
者
の
個
人
情
報
を
提
供
し
て
い
い
の

か
。
自
衛
隊
と
締
結
し
た
情
報
提
供
の

覚
書
を
撤
回
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

こ
れ
ま
で
住
民
基
本
台
帳
の
一
部

を
自
衛
隊
が
閲
覧
し
書
き
写
す
こ
と
で

情
報
提
供
し
て
き
た
が
、
今
後
行
う
紙

媒
体
で
の
提
供
に
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権

侵
害
の
問
題
は
な
い
と
認
識
し
て
い
る
。

●自衛官募集事務
　自衛官等募集事
務は、市町村の法
定受託事務であ
り、自衛隊法施行
令では、防衛大臣
が市町村長に対
し、募集対象者情
報の提出を求める
ことができると規
定されている。

　
　

コ
ロ
ナ
禍
で
米
が
余
る
一
方
、
食

べ
ら
れ
な
い
人
が
増
え
、
各
地
で
食
料

支
援
が
行
わ
れ
て
い
る
。
国
は
過
剰
在

庫
の
米
を
買
い
上
げ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
苦

し
む
国
民
、
学
生
へ
大
規
模
に
供
給
す

る
仕
組
み
を
創
設
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　

過
剰
在
庫
米
の
買
い
上
げ
は
、
平

成
30
年
度
か
ら
の
新
た
な
米
政
策
と
相

い
れ
な
い
。
過
剰
在
庫
の
解
消
に
は
、

需
要
に
応
じ
た
生
産
が
重
要
と
考
え
る
。

（
仮
称
）上
所
駅
の
整
備
と

　
　

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
パ
ー
ク
設
置

内
山　

航
（
翔
政
会
）

　
　
（
仮
称
）上
所
駅
に
関
す
る
住
民

と
の
意
見
交
換
で
は
、
設
置
が
決
ま
っ

た
場
合
は
供
用
開
始
ま
で
３
～
４
年
か

か
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
駅
前
広
場
に

つ
い
て
の
議
論
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

　
　

今
年
度
、
駅
前
広
場
な
ど
の
整
備

の
在
り
方
に
つ
い
て
住
民
と
の
意
見
交

換
を
重
ね
、
令
和
４
年
度
中
に
は
新
駅

周
辺
の
施
設
整
備
計
画
の
全
体
像
が
示

せ
る
よ
う
努
め
て
い
く
。

　
　

ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド
パ
ー
ク
の
整
備

に
つ
い
て
、
小
学
生
か
ら
市
長
に
要
望

が
出
さ
れ
た
。
新
潟
駅
前
な
ど
で
の
マ

ナ
ー
に
つ
い
て
こ
れ
ま
で
も
議
論
さ
れ

て
き
た
が
、東
京
２
０
２
０
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
競
技
大
会
以
降
さ
ら
に
注
目
が
集
ま

る
中
で
、
本
市
に
は
ス
ケ
ー
ト
ボ
ー
ド

を
す
る
場
所
が
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

施
設
整
備
に
つ
い
て
の
考
え
は
。

　
　

競
技
人
口
や
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
、

施
設
整
備
に
か
か
る
経
費
、
運
営
や
維

持
な
ど
に
必
要
な
費
用
も
踏
ま
え
な
が

ら
、
総
合
的
に
判
断
し
て
い
く
。

地
場
産
業
の
育
成
と

　

若
者
に
選
ば
れ
る
都
市
新
潟
市

高
橋　

三
義

（
新
市
民
ク
ラ
ブ
）

　
　

日
本
全
国
ど
の
自
治
体
も
企
業
誘

致
に
力
を
注
ぎ
、
誘
致
条
件
の
良
さ
に

つ
い
て
し
の
ぎ
を
削
り
競
争
す
る
の
で

は
な
く
、
地
場
産
業
の
育
成
に
力
を
集

中
す
べ
き
と
考
え
る
が
見
解
を
伺
う
。

　
　

本
市
の
強
み
で
あ
る
食
や
農
の
分

野
で
事
業
者
を
支
援
す
る
な
ど
、
引
き

続
き
、
地
場
産
業
育
成
に
取
り
組
む
。

　
　

市
長
は「
選
ば
れ
る
都
市　

新
潟

市
」を
目
標
に
し
た
ま
ち
づ
く
り
を
考

え
て
い
る
が
、
若
者
か
ら
選
ば
れ
る
た

め
に
は
、
条
件
次
第
で
定
住
さ
せ
る
の

で
は
な
く
、
新
潟
市
に
は
魅
力
が
あ
る

か
ら
住
み
た
い
と
思
わ
せ
る
よ
う
に
取

り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
若
者
か

ら
選
ば
れ
る
都
市
を
実
現
す
る
た
め
に

必
要
な
施
策
は
何
か
見
解
を
伺
う
。

　
　

若
者
か
ら
選
ば
れ
る
都
市
を
実
現

す
る
た
め
、
都
市
と
田
園
地
域
が
共
存

す
る
本
市
の
強
み
を
さ
ら
に
伸
ば
し
、

拠
点
化
や
企
業
誘
致
、
子
育
て
し
や
す

い
環
境
づ
く
り
の
推
進
な
ど
、
複
合
的

な
施
策
を
実
施
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
と

　

プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育

小
山　

進
（
新
潟
市
公
明
党
）

　
　

子
ど
も
の
幸
せ
を
最
優
先
す
る
社

会
の
構
築
に
は
、
大
人
と
の
受
容
的
な

関
係
性
を
築
く
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、

将
来
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
が
プ

ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
的
な
役
割
を
担
う
べ
き

と
考
え
る
。
令
和
４
年
度
の
本
格
実
施

に
向
け
た
本
市
の
取
り
組
み
を
伺
う
。

　
　

市
長
部
局
と
連
携
し
な
が
ら
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
制
度
や
効

果
、
モ
デ
ル
校
で
の
実
践
内
容
を
広
く

周
知
し
、
市
民
の
理
解
を
深
め
て
い
く
。

（
教
育
長
）

●コミュニティ・
スクール

　保護者や地域住
民、学校支援者の
他、校長や担当教
職員を委員とする
学校運営協議会を
学校に設置し、未
来を担う子どもの
豊かな成長を「地
域総がかり」で支
える仕組み。

　
　

２
０
２
０
年
教
育
改
革
に
よ
っ
て
、

学
習
指
導
要
領
が
改
訂
さ
れ
、
プ
ロ
グ

ラ
ミ
ン
グ
教
育
が
導
入
さ
れ
た
。
本
市

で
は
、
令
和
２
年
度
か
ら
小
・
中
学
校

で
実
施
し
、
最
低
限
取
り
組
む
事
例
を

各
学
校
と
共
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ま

で
の
取
り
組
み
の
評
価
と
課
題
を
伺
う
。

　
　

こ
れ
ま
で
利
用
環
境
の
整
備
不
足

な
ど
か
ら
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
が
十

分
に
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
が
整
備
さ
れ
た
た
め
、
充

実
し
た
教
育
が
で
き
る
よ
う
指
導
す
る
。

（
教
育
長
）

　決算特別委員会は、決算関係の議案を認定すべきかどうかにつ
いて審査するために設置する特別委員会です。
　９月22日の本会議において、令和２年度の一般会計および特別
会計の歳入歳出決算の認定議案が市長より追加提案されました。
　市議会では決算特別委員会を設置し、委員47人（議長および監査
委員２人を除く議員で構成）を選任、４つの分科会に分かれ予算の
執行状況や成果について審査を行いました。
　10月15日の委員会で各分科
会の委員長報告、意見・要望
を行い、採決の結果、賛成多
数をもって決算を認定すべき
ものと決定しました。
　なお、この委員会での審査
の経過および結果については、
直近の本会議で報告し、採決
する予定です。

決 算 特 別 委 員 会

決算特別委員会の主な流れ

９月22日
決算特別委員会設置および委員の選任
正副委員長の互選および分科会の設置
各分科会正副委員長互選

【本会議】
【決算特別委員会】
【各分科会】

９月30日 閉会中の継続審査、審査日程を決定 【決算特別委員会】

10月４日 閉会中の継続審査を決定 【本会議】

10月６日
決算の総括説明（副市長）
決算審査意見書の概要説明（監査委員）
副市長・教育長説明

【決算特別委員会】

10月７日～ 12日 所管事項の審査 【各分科会】

10月13日 意見集約 【各分科会】

10月15日 各分科会委員長報告、意見・要望、採決 【決算特別委員会】

決 算 特 別 委 員 会 名 簿

　　　　　　　　委員長　佐藤　豊美　　　　　　副委員長　佐藤　　誠　　　　　　　　◎…分科会委員長　○…分科会副委員長

第１分科会（11人）

（総務常任委員会所管分を審査）

◎ 加藤　大弥
○ 田村　要介
　 阿部　松雄
　 平松　洋一
　 小野清一郎
　 高橋　哲也

保苅　　浩
豊島　　真
渡辺　有子
志賀　泰雄
高橋　三義

第２分科会（12人）

（文教経済常任委員会所管分を審査）

◎ 吉田　孝志
○ 内山　　航
　 水澤　　仁
　 荒井　宏幸
　 土田　真清
　 東村里恵子

風間ルミ子
小柳　　聡
高橋　聡子
佐藤　　誠
内山　幸紀
青木　　学

第３分科会（12人）

（市民厚生常任委員会所管分を審査）

◎ 深谷　成信
○ 伊藤健太郎
　 佐藤　豊美
　 佐藤　耕一
　 美のよしゆき
　 小野　照子

小林　弘樹
飯塚　孝子
細野　弘康
松下　和子
石附　幸子
小泉　仲之

第４分科会（12人）

（環境建設常任委員会所管分を審査）

◎ 竹内　　功
○ 宇野　耕哉
　 金子　益夫
　 佐藤　幸雄
　 栗原　　学
　 皆川　英二

佐藤　正人
林　龍太郎
倉茂　政樹
小山　　進
志田　常佳
中山　　均

決算特別委員会の様子

にいがた市議会だより 4令和３年（2021年）11月７日

●新聞（新潟日報、朝日・読売・毎日・産経・日本経済新聞）を購読されていない方には市議会だよりを申し込みにより郵送しています。希望される方は議会事務局調査法制課へ☎025−226−3385（直通）


